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〔
下
　
級
　
審
　
民
　
訴
　
事

例

研
究
三
六
〕

米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
裁
判
を
わ
が
国
で
承
認
し
た
一
事
例

執
行
判
決
請
求
事
件
・
東
京
地
裁
平
成
六
年
一
月
一
四
日
判
決
・
判
例
時
報
一
五
〇
九
号
九
六
頁

182

　
　
　
　
一
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
会
社
の
わ
が
国
の
会
社
に
対
す
る
ツ
ア
ー
の
共
同
企
画
に
関
す
る
契
約
に
つ
き
債
務
不

　
　
　
　
履
行
、
信
任
義
務
違
反
、
詐
欺
的
行
為
及
び
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
、
義
務
履
行
地
、

　
　
　
　
不
法
行
為
地
を
理
由
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
国
際
的
裁
判
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
事
例

　
　
　
　
二
　
共
同
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
右
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
主
観
的
併
合
請
求

　
　
　
　
の
国
際
裁
判
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
事
例

　
　
　
　
三
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
わ
が
国
と
の
間
に
お
い
て
民
訴
法
二
〇
〇
条
四
号
の
相
互
の
保
証
が

　
　
　
　
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　
　
四
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
の
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
を
命
ず
る
欠
席
判
決
が
承
認
さ
れ
た
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
謀
し
て
、
X
I
Y
問
の
建
築
家
等
を
対
象
と
す
る
ツ
ア
ー
の
共
同
企
画

〔
事
　
実
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
関
す
る
契
約
を
一
方
的
に
破
棄
し
た
と
し
て
、
Y
社
及
び
A
に
対
し
て

平
成
元
年
一
〇
月
に
、
X
社
（
原
告
二
一
ユ
：
ヨ
ー
ク
州
法
人
）
は
、
　
　
債
務
不
履
行
、
信
任
義
務
違
反
、
欺
網
的
行
為
及
び
不
法
行
為
に
基
づ
く

Y
社
（
被
告
・
日
本
法
人
）
が
、
訴
外
A
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
在
住
）
と
　
　
損
害
賠
償
等
を
求
め
る
訴
訟
を
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
郡
第
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一
審
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
A
は
応
訴
し
た
が
、
Y
社
は
、
応
訴
し
な
か

っ
た
（
そ
の
代
表
者
で
あ
る
訴
外
B
は
、
訴
状
・
呼
出
状
・
答
弁
書
催
告

状
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
で
直
接
受
け
取
っ
て
い
る
）
。

　
同
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
は
、
平
成
四
年
一
月
に
、
Y
に
対
し
て
↓

七
万
余
ド
ル
、
そ
の
利
息
と
し
て
三
万
余
ド
ル
、
及
び
、
訴
訟
費
用
と
し

て
九
百
余
ド
ル
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
判
決
に
基
づ

い
て
、
X
が
我
国
の
裁
判
所
に
そ
の
執
行
判
決
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た

の
が
本
件
で
あ
る
。
Y
は
、
本
件
ニ
ュ
ー
ヨ
！
ク
州
裁
判
所
の
判
決
が
、

我
国
の
外
国
判
決
承
認
を
定
め
る
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
の
要
件
を

充
足
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
を
争
っ
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
「
原
告
が
被
告
に
対
し
強
制
執
行
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
」

　
「
…
…
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
に
定
め
る
「
外
国
裁
判
所
の
裁
判

権
を
否
認
せ
ざ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
外
国
の
裁
判
所
が
我
が
国
の
国
際

民
事
訴
訟
法
の
原
則
か
ら
見
て
、
そ
の
事
件
に
つ
き
国
際
裁
判
管
轄
権
を

有
す
る
と
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
以
下
「
間
接
的
国
際
裁
判
管
轄

権
」
と
い
う
。
）
を
い
い
、
そ
の
範
囲
は
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
直
接
に
渉

外
的
訴
え
を
受
理
し
た
場
合
に
、
そ
れ
に
つ
き
本
案
判
決
を
な
す
に
必
要

な
国
際
裁
判
管
轄
権
（
以
下
『
直
接
的
国
際
裁
判
管
轄
権
』
と
い
う
。
）
と

表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
「
と
こ
ろ
で
国

際
裁
判
管
轄
権
を
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
は
こ
れ
を
直
接

に
規
定
す
る
成
文
法
規
も
な
く
、
拠
る
べ
き
条
約
そ
の
他
一
般
に
承
認
さ

れ
た
国
際
法
上
の
原
則
も
未
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
、
当
事
者
の
公
平
、
裁

判
の
適
正
、
迅
速
を
期
す
る
と
い
う
理
念
に
よ
り
条
理
に
従
っ
て
決
定
す

る
の
が
相
当
で
あ
り
、
同
様
の
理
念
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
我
が
国
の
民

事
訴
訟
法
の
国
内
の
土
地
管
轄
に
関
す
る
規
定
を
右
の
理
念
に
反
し
な
い

限
度
で
類
推
し
て
決
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
」

　
「
…
…
我
が
国
の
民
事
訴
訟
法
五
条
に
よ
れ
ば
、
財
産
権
上
の
訴
え
に

は
義
務
履
行
地
の
特
別
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
国
際
裁
判
管
轄
に

つ
い
て
も
原
則
と
し
て
義
務
履
行
地
に
管
轄
が
あ
る
と
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
」
「
…
…
本
件
契
約
の
被
告
の
債
務
の
内
容
と
し
て
、
被
告
が
ツ
ア

ー
参
加
者
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ま
で
引
率
し
て
原
告
に
引
き
渡
し
、
そ
の
後

の
行
動
に
も
同
行
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件

契
約
の
被
告
の
義
務
の
履
行
地
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
存
し
た
と
い
う
べ

き
で
あ
り
、
加
え
て
、
被
告
は
…
…
種
々
の
事
業
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
行

っ
て
お
り
、
本
件
外
国
訴
訟
の
共
同
被
告
で
あ
る
訴
外
A
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
応
訴
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
義
務
履
行
地
で
あ
る
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
に
管
轄
を
認
め
た
と
し
て
も
被
告
に
過
重
な
負
担
を
課
し
、
条

理
に
反
す
る
結
果
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
に
管
轄
を
認
め
な
い
と
す
る
と
、
…
…
原
告
に
対
し
過
重
な
負
担
を

課
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
「
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
本
件
外
国
訴
訟
の
国
際
裁
判
管
轄
権
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
」

　
「
我
が
国
の
民
事
訴
訟
法
一
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
に
関
す

る
訴
え
に
は
行
為
地
の
特
別
裁
判
籍
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
行
為
地

の
認
定
は
原
告
の
請
求
原
因
と
し
た
事
実
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
と
解
さ
れ

183
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て
い
る
か
ら
、
国
際
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
当
該
訴
訟

に
お
い
て
原
告
が
請
求
原
因
と
し
て
主
張
す
る
不
法
行
為
の
行
為
地
に
管

轄
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
「
…
…
原
告
は
本
件
外
国
訴
訟

の
請
求
原
因
と
し
て
、
被
告
と
訴
外
A
の
共
同
不
法
行
為
を
主
張
し
、
そ

の
加
害
行
為
地
及
び
損
害
発
生
地
は
と
も
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
あ
る
と

し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
前
記
の
と
お
り
不
法
行
為
地
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
に
管
轄
を
認
め
た
と
し
て
も
被
告
に
対
し
過
重
な
負
担
を
課
し
、
条

理
に
反
す
る
結
果
に
な
る
と
は
い
え
ず
、
か
え
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
管

轄
を
認
め
な
い
と
す
る
と
原
告
に
対
し
過
重
な
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る

：
…
」
「
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
本
件
外
国
訴
訟
の
国
際
裁
判

管
轄
権
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
「
我
が
国
の
、
民
事
訴
訟
法
一
二
条
の
関
連
裁
判
籍
の
規
定
が
、
主
観
的

併
合
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
共
同
被
告

に
対
す
る
請
求
が
同
一
の
原
告
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
権
利
義
務
関
係
に

関
す
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
共
同
不
法
行
為
を
理

由
と
す
る
共
同
被
告
間
に
は
関
連
裁
判
籍
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
も
、
共
同
不

法
行
為
を
理
由
と
す
る
共
同
被
告
間
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
関
連

裁
判
籍
の
考
え
方
に
従
っ
て
、
共
同
被
告
の
一
方
に
認
め
る
こ
と
の
で
き

る
管
轄
地
に
共
同
被
告
の
他
方
の
管
轄
も
あ
る
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

「
…
…
被
告
は
訴
外
A
と
の
共
同
不
法
行
為
を
理
由
と
し
て
本
件
外
国
訴

訟
を
提
起
さ
れ
た
が
、
訴
外
A
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
在
住
で
本
件
外
国

訴
訟
に
応
訴
し
て
お
り
、
加
え
て
、
前
記
の
と
お
り
ニ
ュ
ー
ヨ
：
ク
に
被

告
の
管
轄
を
認
め
た
と
し
て
も
被
告
に
対
し
過
重
な
負
担
を
課
し
、
条
理

に
反
す
る
結
果
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
管
轄
を
認
め
な
い
と
す
る
と
、
原
告
に
対
し
過
重
な
負
担
を
課
す
こ

と
に
な
る
…
…
」
「
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
本
件
外
国
訴
訟

の
国
際
裁
判
管
轄
権
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
「
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号
に
い
う
『
相
互
の
保
証
あ
る
こ
と
』
（
マ

マ
）
と
は
、
当
該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
我

が
国
の
裁
判
所
が
し
た
こ
れ
と
同
種
類
の
判
決
が
同
条
各
号
所
定
の
条
件

と
重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
下
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
い
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
「
…
…
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
外
国
判
決
の
不
承
認
事
由
と
し
て
、
／
e

当
該
判
決
が
、
適
正
手
続
の
要
請
に
適
合
す
る
公
平
な
裁
判
所
若
し
く
は

手
続
が
行
わ
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
の
下
で
下
さ
れ
た
場
合
、
／
口
当
該
外
国

裁
判
所
が
被
告
に
対
し
て
人
的
管
轄
権
を
有
し
な
い
場
合
、
／
日
外
国
裁

判
所
が
当
該
事
件
に
つ
き
管
轄
を
有
し
な
い
場
合
、
／
四
外
国
裁
判
所
の

手
続
上
の
被
告
が
防
御
す
る
の
に
十
分
な
時
問
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
場
合
、
／
㈲
判
決
を
詐
欺
的
手
段
に
よ
り
え
た
場
合
、
／
因
判
決
の
基

礎
と
な
る
請
求
原
因
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
公
序
良
俗
に
反
す
る
場
合
、

／
㈹
判
決
が
他
の
終
局
か
つ
確
定
判
決
と
抵
触
す
る
場
合
、
／
↑
9
両
当
事

者
間
に
外
国
裁
判
所
の
手
続
以
外
の
手
続
に
よ
り
当
該
紛
争
を
解
決
す
る

旨
の
合
意
が
あ
る
場
合
、
／
㈹
被
告
に
対
し
人
的
送
達
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
（
マ
マ
）
故
を
も
っ
て
の
み
管
轄
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
外
国
裁
判
所

が
被
告
に
と
っ
て
事
件
審
理
の
面
か
ら
重
大
な
る
不
便
宜
な
裁
判
地
で
あ

184
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る
場
合
、
／
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
右
各
不
承
認
事
由
の
内
容
は
、
我

が
国
の
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
の
条
件
と
重
要
な
点
に
お
い
て
異
な

ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
「
…
…
我
が
国
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
と
で
は
、
外
国
判
決
の
承
認
に
つ
き
相
互
の
保
証
が
あ
り
、
本
件
外
国

判
決
は
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
」

〔
評
　
釈
〕

判
旨
の
結
論
に
賛
成
す
る

一
　
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
の
「
法
令
又
ハ
条
約
二
於
テ
外
国
裁
判

所
ノ
裁
判
権
ヲ
否
認
セ
サ
ル
コ
ト
」
の
意
味
を
、
我
国
か
ら
見
て
当
該
外

国
裁
判
所
に
そ
の
事
件
を
裁
判
す
る
た
め
の
国
際
裁
判
管
轄
権
が
あ
っ
た

こ
と
と
理
解
し
て
、
こ
の
外
国
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
権
の
存
否
の
判

断
（
す
な
わ
ち
間
接
管
轄
の
判
断
）
に
は
、
我
国
が
国
際
裁
判
管
轄
を
有

す
る
か
否
か
の
判
断
（
す
な
わ
ち
直
接
管
轄
の
判
断
）
基
準
を
応
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
例
も
こ
の
よ
う
に
間
接
管
轄

と
直
接
管
轄
の
基
準
が
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

　
　
　
　
（
2
）

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
通
説
・
裁
判
例
の
考
え
方
に
対
し
て
、
当
該

外
国
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
が
あ
っ
た
こ
と
ま
で
を
要
件
と
す
る
必
要

は
な
く
、
外
国
裁
判
所
の
（
国
際
）
裁
判
（
管
轄
）
権
を
わ
が
国
の
法
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ま
た
は
条
約
が
否
認
し
て
い
な
け
れ
ば
足
り
る
と
す
る
少
数
説
が
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
の
体
裁
か
ら
は
、
こ
の
少
数
説
が
正
当
の
よ

　
　
　
　
（
4
）

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
少
数
説
を
採
る
場
合
に
は
、
米
国
の
裁
判

所
の
裁
判
権
に
関
し
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
法
令
、
条
約
が
存
在
し
な
い

現
時
点
で
は
、
本
件
の
承
認
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
米
国
判
決
は
、
民
事

訴
訟
法
二
〇
〇
条
一
号
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
判
旨
の
よ
う
に
、
管
轄
原
因
の
有
無
を
検
討
し
て
間
接
管
轄
の
存
否

を
判
断
す
る
と
い
う
過
程
は
不
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
右
の
少
数
説
の
よ
う
な
理
解
を
し
ば
ら
く
措
い
て
、
判
旨
の
よ
う
に
、

直
接
管
轄
と
間
接
管
轄
を
表
裏
の
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た

上
で
、
判
旨
が
認
定
し
た
管
轄
原
因
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す

る
。　

義
務
履
行
地
と
間
接
管
轄
に
関
す
る
裁
判
例
に
は
、
東
京
地
裁
・
昭
和

四
七
年
五
月
二
日
匙
・
大
阪
地
裁
●
平
成
三
年
一
一
一
月
二
五
靴
肥
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

阪
高
裁
・
平
成
四
年
二
月
二
五
日
判
決
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例

で
は
、
義
務
履
行
地
を
理
由
と
す
る
間
接
管
轄
を
認
め
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
義
務
履
行
地
は
間
接
管
轄
の
原
因
と
な
り
え
な
い
と
す
る
傾
向

が
あ
・
た
と
い
え
麓
・

　
他
方
、
直
接
管
轄
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
義
務
履
行
地
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

く
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
従
来
の
間
接
管
轄
に
関

す
る
裁
判
例
が
、
直
接
管
轄
と
表
裏
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
義
務
履
行
地

に
基
づ
く
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
な
い
点
で
、
裁
判
例
は
一
貫
し
て

い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
比
し
て
、
本
判
決
は
、
直
接
管
轄
の
扱
い
と
同
じ

く
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
点
で
、
一
貫
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
関
す
る
学
説
は
、
義
務
履
行
地
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て

は
、
そ
の
履
行
地
が
契
約
で
明
示
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
契
約
か
ら
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一
義
的
疾
定
さ
れ
る
場
合
に
の
み
・
こ
れ
を
認
め
る
と
す
鑑
聖
・

当
事
者
の
合
意
が
な
い
場
合
に
も
、
準
拠
法
に
よ
っ
て
履
行
地
を
決
定
す

　
　
　
　
　
（
n
）

る
と
い
う
少
数
説
と
が
あ
る
。
本
来
、
合
意
さ
れ
た
履
行
地
と
い
う
事
実

上
の
概
念
が
、
契
約
上
の
履
行
地
と
い
う
法
律
上
の
概
念
と
し
て
評
価
さ

れ
る
た
め
に
は
、
準
拠
法
の
適
用
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味

で
少
数
説
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
撫
砧
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、

被
告
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ま
で
ツ
ア
ー
を
引
率
す
る
こ
と
、
及
び
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
州
で
ツ
ア
ー
へ
同
行
す
る
こ
と
が
、
契
約
内
容
と
し
て
認
め
ら

れ
て
お
り
、
契
約
か
ら
義
務
履
行
地
が
明
ら
か
な
場
合
と
い
え
る
の
で
、

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
説
に
よ
っ
て
も
結
論
は
か
わ
ら
な
い
。

三
　
不
法
行
為
地
に
国
際
裁
判
管
轄
（
直
接
管
轄
）
を
認
め
る
こ
と
自
体

に
関
し
て
は
、
学
説
上
の
争
い
は
殆
ど
な
い
。
と
は
い
え
、
管
轄
原
因
事

実
で
あ
る
不
法
行
為
地
の
認
定
に
際
し
て
、
当
該
不
法
行
為
が
あ
っ
た
こ

と
を
あ
る
程
度
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
原
告
が
不
法
行
為
地
で
あ
る

と
主
張
す
る
の
み
で
よ
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

　
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
多
数
説
は
、
国
際
裁
判
管
轄
権
の
管
轄
原

因
に
つ
い
て
は
、
被
告
の
応
訴
の
負
担
が
特
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
一
応
の
立
証
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
応
の
立
証
は
、
実
体
審
理
を
必
要
な
ら
し

め
る
程
度
に
、
ま
た
は
、
被
告
に
よ
る
不
法
行
為
が
成
立
し
、
そ
の
不
法

行
為
地
が
日
本
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
に
対
し
て
本
案
に
関
し
て

応
訴
を
強
い
る
こ
と
が
、
相
当
と
い
え
る
程
度
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
応
の
証
明
を
必
要
と
す
る
と
い
う
所
説
で
は
、
「
何
を
（
要

証
事
実
－
不
法
行
為
地
で
あ
る
か
否
か
と
、
被
告
の
応
訴
の
負
担
が
な
い

こ
と
は
背
反
し
う
る
か
ら
、
い
ず
れ
が
優
先
す
る
の
か
が
不
明
）
、
ど
れ
く

ら
い
に
（
立
証
の
程
度
－
疎
明
ま
た
は
証
明
の
い
ず
れ
な
の
か
）
、
立
証
を

し
な
け
れ
ば
、
誰
が
不
利
益
を
受
け
る
の
か
（
挙
証
責
任
－
不
法
行
為
地

は
原
告
、
応
訴
の
負
担
は
被
告
と
、
際
限
な
く
立
証
活
動
が
続
け
ら
れ
て

し
ま
う
）
」
と
い
う
点
が
不
明
確
で
あ
る
。
立
証
活
動
の
た
め
に
必
要
な
基

本
的
な
問
題
で
あ
る
こ
れ
ら
の
点
で
、
疑
問
が
残
る
多
数
説
に
は
首
肯
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
主
張
事
実
が
存
在
す
る
も

の
と
仮
定
し
て
判
断
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
少
数
説
の
方
が
正
当
と
考
え

　
（
1
4
）

ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
渉
外
的
要
素
を
含
ん
だ
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を

求
め
る
事
例
で
、
国
際
裁
判
管
轄
権
の
管
轄
原
因
の
立
証
に
関
し
て
、
言

及
す
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
一
応
の
立
証
を
必
要
と
す
る
東
京
地
裁
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

判
決
昭
和
四
九
年
七
月
二
四
日
、
東
京
地
裁
中
間
判
決
昭
和
五
九
年
三
月

二
し
騨
・
原
告
の
主
張
事
実
が
存
在
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
判
断
す
れ

ば
足
り
る
と
す
る
東
京
地
裁
中
間
判
決
・
平
成
元
年
三
月
二
払
田
と
が
あ

る
。

　
本
件
判
旨
は
、
「
…
…
原
告
は
本
件
外
国
訴
訟
の
請
求
原
因
と
し
て
、
被

告
と
訴
外
A
の
共
同
不
法
行
為
を
主
張
し
、
そ
の
加
害
行
為
地
及
び
損
害

発
生
地
は
と
も
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
あ
る
と
し
て
い
る
…
…
」
と
し
て
、

「
一
応
の
証
明
』
を
必
要
と
せ
ず
、
原
告
の
主
張
で
足
り
る
と
す
る
立
場

に
立
つ
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
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四
　
主
観
的
な
併
合
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
請
求
の
一
部
に
つ
き
国
際
裁

判
管
轄
を
有
す
る
法
廷
地
に
、
そ
の
他
の
請
求
に
つ
い
て
の
国
際
裁
判
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

轄
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
見
解
が
多
い
。
ま
た
、

こ
れ
を
認
め
る
場
合
に
も
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
限
定
す
る
と
い
う

　
　
　
（
1
9
）

見
解
、
必
要
魂
同
訴
訟
に
限
る
（
通
常
共
同
訴
訟
に
は
認
め
な
い
）
と

す
る
見
解
、
連
帯
債
務
、
共
同
不
法
行
為
な
ど
の
よ
う
に
後
に
求
償
の
問

題
の
生
じ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
と
い
う
見
解
な
ど
が

（
2
1
）

あ
る
。

　
ま
た
、
裁
判
例
に
は
、
ω
東
京
地
裁
・
昭
六
二
・
五
・
八
中
間
判
決

（
判
例
時
報
二
…
二
号
四
〇
頁
）
、
＠
東
京
地
裁
・
昭
和
六
二
・
六
・
一

中
間
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
四
一
号
二
六
九
頁
）
、
の
東
京
地
裁
・
昭

和
六
二
年
六
月
一
日
判
決
（
金
融
商
事
法
務
七
九
〇
号
三
二
頁
）
、
ω
東

京
地
裁
・
昭
和
六
二
年
七
月
二
八
日
判
決
（
判
例
時
報
一
二
七
五
号
七
七

頁
）
、
困
東
京
地
裁
・
平
成
元
・
六
・
二
八
判
決
（
判
例
時
報
＝
二
四
五

号
九
三
頁
）
、
＠
東
京
地
裁
・
平
成
二
年
『
○
月
二
三
日
判
決
（
判
例
時

報
一
三
九
八
号
八
七
頁
）
、
ω
東
京
地
裁
・
平
成
三
・
一
・
二
九
判
決

（
判
例
時
報
一
三
九
〇
号
九
八
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
、
裁
判
例

の
傾
向
は
、
「
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ
る
裁
判
籍
の
い
ず
れ
か
が
我
国

に
あ
る
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
我
国
に
国
際
裁

判
管
轄
を
認
め
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
特
段
の
事
情
」
が
い
わ
ば
消
極
的

な
機
能
を
果
す
事
例
（
＠
、
の
、
㈱
）
と
、
「
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ
る

裁
判
籍
の
い
ず
れ
か
が
我
国
に
あ
る
場
合
で
、
し
か
も
、
特
段
の
事
情
の

あ
る
場
合
に
限
り
、
我
国
に
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

「
特
段
の
事
情
」
が
い
わ
ば
積
極
的
な
機
能
を
果
す
事
例
（
前
掲
ω
、
⑭
、

＠
、
ω
）
と
に
、
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
民
事
訴
訟
法
二
一

条
以
外
の
裁
判
籍
と
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て
下
さ
れ
た
裁
判
例
で
、

「
特
段
の
事
情
」
に
言
及
し
た
も
の
の
多
く
は
「
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ

る
裁
判
籍
の
い
ず
れ
か
が
我
国
に
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を

認
め
、
な
お
、
当
事
者
の
公
平
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
を
害
す
る
な
ど
の

特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
例
外
と
し
て
、
我
国
に
国
際
裁
判
管
轄
を

認
め
な
い
」
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
消
極
的
な
機
能
を
果

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
「
特
段
の
事
情
」
の
積
極
的
機
能

と
消
極
的
機
能
の
分
化
は
、
民
事
訴
訟
法
一
二
条
に
定
め
ら
れ
る
併
合
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

求
の
裁
判
籍
に
関
す
る
判
断
に
、
特
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
積
極
的
機
能
を
果
す
事
例
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
ω
事

例
の
判
旨
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
「
特
段
の
事
情
」
が
、
消
極
的
機
能
を

果
す
と
い
う
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
併
合
請
求
の
関
連
裁
判
籍
に
関
す
る

判
示
の
部
分
で
は
、
積
極
的
機
能
を
果
す
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

め
、
齪
齪
を
来
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

　
例
え
ば
、
普
通
裁
判
籍
を
共
通
に
す
る
数
人
の
被
告
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対

す
る
請
求
（
但
し
、
請
求
相
互
に
は
全
く
関
連
が
な
い
）
を
併
合
し
て
訴

を
提
起
す
れ
ば
、
管
轄
は
適
切
だ
が
、
併
合
が
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
主
観
的
な
併
合
請
求
の
管
轄
は
、
請
求
が
併
合
し
て
訴
え
ら
れ
る
こ

と
の
可
否
の
判
断
と
、
そ
れ
が
当
該
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
べ
き
か
否
か

と
い
う
管
轄
の
適
否
の
判
断
の
、
二
つ
の
異
な
る
判
断
を
前
提
に
決
定
さ

（
2
4
）

れ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
断
の
う
ち
、
主
観
的
併
合
の
可
否
の
判
断
は
、
実
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体
権
が
こ
れ
を
必
要
と
す
る
場
合
、
若
し
く
は
、
実
体
権
が
こ
れ
を
許
容

す
る
場
合
（
民
事
訴
訟
法
五
九
条
前
段
）
の
外
に
、
手
続
的
に
証
拠
資
料

が
共
通
に
な
る
な
ど
、
訴
訟
追
行
に
便
宜
な
た
め
に
許
さ
れ
る
場
合
（
民

事
訴
訟
法
五
九
条
後
段
）
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
、

手
続
的
に
便
宜
な
た
め
に
許
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
手
続

的
」
な
判
断
で
あ
る
が
た
め
に
、
裁
判
の
適
正
・
迅
速
と
い
う
判
断
基
準

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
主
観
的
な
併
合
請
求
訴
訟
の
国
際
裁
判
管

轄
に
つ
い
て
判
示
し
た
裁
判
例
で
、
「
特
段
の
事
情
」
が
、
積
極
的
に
機
能

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
特
段
の
事
情
が
積
極
的
な
機
能
を
果
し
て
い
る
事
例
で
問
わ
れ

て
い
る
の
は
、
管
轄
の
適
否
で
は
な
く
、
併
合
請
求
の
可
否
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
前
掲
ω
事
例
に
お
い
て
は
、
一
般
論
の
部

分
で
は
消
極
的
に
機
能
す
る
「
特
段
の
事
情
」
と
、
併
合
請
求
の
管
轄
を

認
め
る
か
否
か
の
判
断
の
部
分
で
は
積
極
的
に
機
能
す
る
「
特
段
の
事
情
」

と
が
見
ら
れ
る
。
判
旨
の
用
語
、
表
現
等
に
は
問
題
が
残
る
が
、
判
旨
の

意
味
は
、
積
極
的
機
能
を
果
す
「
特
段
の
事
情
」
に
よ
り
、
併
合
の
可
否

を
判
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
前
掲
（
＠
、
＠
、
㈲
）
事
例
で
は
、

共
同
不
法
行
為
が
、
共
同
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
判
断

し
て
い
る
た
め
、
「
特
段
の
事
情
」
が
積
極
的
な
機
能
を
果
さ
な
か
っ
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
学
説
の
主
観
的
な
併
合
請
求
に
基
づ
く
国
際
裁
判
管
轄
の

許
否
の
判
断
基
準
を
見
て
み
る
と
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
こ
れ
を
限

定
し
、
ま
た
は
、
合
一
確
定
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
限
定
し
、
あ
る
い
は
、

統
一
的
な
判
断
の
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
請
求
相
互
間

の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
併
合
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
、

焦
点
が
据
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
裁
判
例
に
い
わ
ゆ
る
「
積
極
的
な
特
段

の
事
情
」
の
内
容
を
、
具
体
化
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
判
決
の
判
旨
は
、
「
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
も
、
共
同
不
法
行
為

を
理
由
と
す
る
共
同
被
告
間
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
関
連
裁
判
籍

の
考
え
方
に
従
っ
て
、
共
同
被
告
の
一
方
に
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
管
轄

地
に
共
同
被
告
の
他
方
の
管
轄
も
あ
る
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と

判
示
し
て
お
り
、
特
に
共
同
不
法
行
為
に
限
定
し
て
、
主
観
的
併
合
の
関

連
裁
判
籍
の
適
用
な
い
し
は
準
用
を
認
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
判
旨
は
、
前
掲
の
＠
の
㈱
事
例
と
同
様
の
判
断
を
示
し
た

と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
「
我
が
国
の
、
民
事
訴
訟
法
二
一
条
の
関
連
裁
判

籍
の
規
定
が
、
主
観
的
併
合
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
争
い

が
あ
る
が
、
共
同
被
告
に
対
す
る
請
求
が
同
一
の
原
告
に
基
づ
い
て
発
生

し
た
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
」
と

判
示
す
る
。
こ
の
表
現
は
、
民
事
訴
訟
法
五
九
条
前
段
の
う
ち
「
同
一
ノ

事
実
上
及
法
律
上
ノ
原
因
二
基
ク
ト
キ
」
を
意
味
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
主

観
的
併
合
訴
訟
の
関
連
裁
判
籍
に
関
し
て
は
こ
う
し
た
五
九
条
の
前
段
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

後
段
に
よ
る
区
別
は
不
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
立
場
に
立
っ
て

も
、
本
件
の
場
合
に
は
、
関
連
裁
判
籍
を
認
め
う
る
と
い
う
結
論
は
か
わ

ら
な
い
。

五
　
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
四
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
相
互
の
保
証
に
関
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し
て
、
裁
判
例
の
旧
く
は
、
「
当
該
外
国
力
条
約
二
依
リ
若
ハ
其
ノ
国
内

法
二
依
リ
我
国
判
決
ノ
当
否
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
右
第
二
〇
〇
条

ノ
規
定
ト
等
シ
キ
カ
又
ハ
之
ヨ
リ
寛
ナ
ル
条
件
ノ
下
二
我
国
判
決
ノ
効
力

ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
居
ル
場
合
」
（
大
判
昭
和
八
・
一
二
・
五
新
聞
三

六
七
〇
号
一
六
頁
）
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
最
近
の
裁
判
例
で
は
「
当

該
判
決
を
し
た
外
国
裁
判
所
の
属
す
る
国
に
お
い
て
、
我
国
の
裁
判
所
が

し
た
之
と
同
種
類
の
判
決
が
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
各
号
所
定
の
条
件
と

重
要
な
点
で
異
な
ら
な
い
条
件
の
も
と
に
効
力
を
有
す
る
と
も
の
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
い
う
」
（
最
判
昭
和
五
八
・
六
・
七
民
集
三
七
巻
五
号
六

一
一
頁
）
と
し
て
、
相
互
の
保
証
を
、
相
手
国
の
承
認
要
件
と
重
要
な
点

で
異
な
ら
な
い
こ
と
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
最
近
の
下
級
審
の
同

旨
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
東
京
地
判
平
成
三
・
一
二
二
六
判
タ
七
九
四

号
二
四
六
頁
が
あ
る
）
。
学
説
も
こ
の
解
釈
が
通
説
で
あ
る
（
但
し
、
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

互
の
保
証
要
件
そ
の
も
の
に
懐
疑
的
な
見
解
も
あ
る
）
。
本
判
決
も
、
こ
う

し
た
裁
判
例
と
同
様
の
理
解
に
立
ち
、
相
互
の
保
証
の
存
否
を
決
定
す
る

た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
我
国
の
外
国
判
決
制
度
の
異
同
を
検
討
し

て
い
る
。

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
「
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
」
（
浮
①
d
三
8
『
B

閃
o
お
お
口
ζ
9
3
き
凝
ヨ
①
暮
の
＞
9
）
を
採
択
し
て
お
り
、
そ
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

は
、
概
ね
判
旨
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認

法
の
内
容
は
、
相
互
の
保
証
を
要
件
と
し
て
い
な
い
点
を
除
け
ば
、
我
国

の
二
〇
〇
条
と
概
ね
一
致
し
て
お
り
、
相
互
の
保
証
が
あ
る
と
す
る
判
旨

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

に
は
賛
成
で
き
る
。

六
　
以
上
、
判
旨
に
は
、
間
接
管
轄
を
直
接
管
轄
と
表
裏
と
す
る
位
置
づ

け
に
若
干
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
表
裏
と
し
な
い
と
い
う
理

解
に
立
っ
て
も
、
二
〇
〇
条
一
号
の
要
件
を
満
た
す
と
い
う
結
論
は
か
わ

ら
な
い
。
ま
た
、
四
号
の
相
互
の
保
証
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他

承
認
を
否
定
す
る
べ
き
理
由
は
な
い
様
に
思
わ
れ
る
の
で
、
本
件
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
判
決
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
執
行
判
決
を
下
し
た

本
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
で
き
る
（
尚
、
本
稿
で
は
、
取
り
上
げ
な
か
っ

た
が
、
判
旨
が
、
間
接
管
轄
の
認
定
の
た
め
に
管
轄
原
因
の
数
種
を
挙
げ

た
の
は
、
管
轄
原
因
が
集
中
し
て
い
る
た
め
に
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
趣
旨
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
単
に
可
能
性
を
当
事
者
の
争
い

に
応
じ
て
示
し
た
だ
け
な
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
く
更
に
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
判
決
確
定
の
日
か
ら
、
支
払
い
ま
で
の
期
間
の
利
息

に
つ
い
て
、
そ
の
利
率
を
、
我
国
の
民
法
に
基
づ
く
年
五
分
で
は
な
く
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
よ
っ
て
年
九
分
と
し
た
点
に
も
若
干
検
討
の
余
地

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
。

（
1
）
　
兼
子
1
1
松
浦
目
新
堂
1
1
竹
下
・
条
解
民
事
訴
訟
法
六
四
六
頁
、
江
川
「
外

　
国
判
決
の
承
認
」
法
協
五
〇
巻
一
一
号
五
二
頁
、
青
山
・
注
解
民
事
執
行
法

　〈1

〉
三
九
七
頁
。
尚
、
直
接
管
轄
の
基
準
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
間
接
管
轄

　
を
よ
り
寛
く
認
め
る
見
解
と
し
て
、
川
上
「
外
国
裁
判
所
の
国
際
的
裁
判
管
轄
」

　
民
商
六
六
巻
六
号
九
四
一
頁
、
松
岡
「
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
」
阪

　
大
法
学
八
六
号
四
三
頁
。

（
2
）
　
先
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
五
八
・
六
・
七
民
集
三
七
巻
五
号
六
一
一
頁
。

　
こ
の
裁
判
例
以
降
の
下
級
審
の
裁
判
例
は
、
概
ね
こ
の
考
え
か
た
を
踏
襲
し
て
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い
る
と
い
え
る
。

（
3
）
　
小
室
閂
渡
部
胴
斎
藤
・
注
解
民
事
訴
訟
法
［
第
二
版
］
『
二
三
頁
、
三
ツ

　
木
・
渉
外
判
例
百
選
〈
増
補
版
〉
一
八
○
頁
、
林
脇
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ

　
リ
ス
ト
四
八
五
号
一
六
八
頁
。

（
4
）
　
そ
の
検
討
は
、
判
例
評
釈
の
域
を
越
え
る
の
て
、
こ
こ
て
は
詳
述
し
な
い
。

　
尚
、
拙
稿
「
間
接
管
轄
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
杏
林
社
会
科
学
研
究
第
三
巻

　
二
号
二
五
頁
参
照
。

（
5
）
　
下
民
集
二
三
巻
五
け
八
号
二
二
四
頁
。
パ
リ
商
事
裁
判
所
が
下
し
た
債
務

　
不
履
行
を
理
由
と
す
る
約
二
五
万
フ
ラ
ン
の
金
銭
の
支
払
い
を
命
ず
る
判
決
の
、

　
我
国
て
の
執
行
が
求
め
ら
れ
た
が
棄
却
さ
れ
た
事
例
。

（
6
）
　
判
例
時
報
一
四
〇
八
号
一
〇
〇
頁
。
米
ミ
ネ
ソ
タ
州
地
方
裁
判
所
で
下
さ

　
れ
た
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
命
じ
る
判
決
の
執
行
が
、
我
国
て
求

　
め
ら
れ
た
が
棄
却
さ
れ
た
事
例
。

（
7
）
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
八
三
号
二
四
八
頁
。
前
掲
平
成
三
年
三
月
二
五
日
判
決

　
の
控
訴
審
判
決
で
、
控
訴
が
棄
却
さ
れ
た
事
例
。

（
8
）
　
尚
、
「
訴
訟
費
用
負
担
を
命
ず
る
香
港
判
決
の
執
行
」
神
戸
地
判
・
平
成

　
五
・
九
・
二
二
（
判
タ
八
二
六
号
二
〇
六
頁
）
は
、
義
務
履
行
地
に
間
接
管
轄

　
を
認
め
た
事
例
て
あ
る
。
し
か
し
、
関
連
す
る
四
請
求
の
う
ち
の
特
に
そ
の
一

　
つ
に
つ
い
て
の
み
義
務
履
行
地
を
理
由
に
間
接
管
轄
を
認
め
た
特
殊
な
事
例
て

　
あ
る
た
め
、
こ
こ
て
は
詳
述
し
な
い
。
拙
稿
「
平
成
五
年
度
重
要
判
例
解
説
」

　
一
〇
四
六
号
二
九
三
頁
参
照
。

（
9
）
　
東
京
地
判
・
昭
和
三
四
・
六
・
一
一
（
下
民
集
一
〇
巻
六
号
一
二
〇
四
頁
）
、

　
東
京
地
判
・
昭
和
四
二
・
一
〇
・
『
七
（
下
民
集
『
八
巻
九
”
一
〇
号
一
〇
〇

　
二
頁
）
、
東
京
地
判
・
昭
和
四
五
・
三
・
二
七
（
判
例
時
報
五
九
八
号
七
五
頁
）
、

　
東
京
地
判
・
昭
和
四
七
・
五
・
二
（
下
民
集
二
三
巻
五
睡
八
号
二
二
四
頁
）
、

　
名
古
屋
高
判
・
昭
和
五
四
・
一
一
・
二
二
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
〇
二
号
一
〇
二

　
頁
）
、
東
京
地
中
間
判
・
昭
和
五
六
・
一
一
・
二
七
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
六
〇

　
号
一
一
八
頁
）
、
東
京
地
判
・
昭
和
五
九
・
二
・
一
五
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二

　
五
号
＝
二
二
頁
）
、
東
京
地
判
・
昭
和
六
一
・
六
・
二
〇
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
六

　
〇
四
号
一
三
八
頁
）
、
東
京
地
判
・
昭
和
六
二
・
六
・
一
（
金
融
商
事
七
九
〇

　
号
三
二
頁
）
、
東
京
地
中
間
判
・
昭
和
六
二
・
一
〇
・
二
三
（
判
例
時
報
一
二

　
六
一
号
四
八
頁
）
、
東
京
地
判
・
平
成
元
・
八
・
二
八
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
一

　
〇
号
二
四
九
頁
）
、
東
京
地
判
・
平
成
元
・
一
一
・
一
四
（
判
例
時
報
一
三
六

　
二
号
七
四
頁
）
、
大
阪
地
判
・
平
成
三
・
三
・
二
五
（
判
例
時
報
一
四
〇
八
号

　
↓
O
O
頁
）
、
大
阪
高
判
・
平
成
四
・
二
・
二
五
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
八
三
号

　
二
四
八
頁
）
、
東
京
地
判
平
成
五
・
四
・
二
三
（
判
例
時
報
一
四
八
九
号
一
三

　
四
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
池
原
「
国
際
的
裁
判
管
轄
権
」
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
［
7
］
二
六
頁
、

　
松
岡
「
国
際
裁
判
管
轄
」
現
代
契
約
法
大
系
9
二
八
一
頁
、
道
垣
内
「
渉
外
判

　
例
研
究
」
シ
ュ
リ
ス
ト
八
四
三
号
二
二
五
頁
、
澤
木
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ

　
リ
ス
ト
五
一
六
号
『
六
〇
頁
。

（
H
）
　
林
脇
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七
『
号
一
五
五
頁
、
中
野
（
俊
）

　
「
重
要
判
例
解
説
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
O
号
二
六
四
頁
。

（
1
2
）
　
尚
、
拙
稿
「
義
務
履
行
地
の
国
際
裁
判
管
轄
」
慶
大
法
研
六
七
巻
『
号
五

　
四
頁
以
下
参
照
。

（
1
3
）
　
道
垣
内
・
判
例
評
論
三
一
〇
号
四
三
頁
、
後
藤
「
渉
外
判
例
研
究
」
シ
ュ

　
リ
五
八
○
号
一
四
二
頁
、
松
岡
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
〇
年
二
七
四

　
頁
。

（
1
4
）
　
尚
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
「
渉
外
的
要
素
を
含
む
不
法
行
為
訴
訟
の
管
轄

　
の
主
張
と
立
証
」
民
事
訴
訟
の
理
論
と
実
践
（
伊
東
乾
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
）

　
二
八
五
頁
以
下
参
照
。

（
1
5
）
　
判
例
時
報
七
五
四
号
五
八
頁
。
全
日
本
空
輸
の
旅
客
機
の
墜
落
に
よ
り
死
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亡
し
た
乗
客
の
遺
族
が
、
こ
の
航
空
機
の
製
造
会
社
に
対
し
て
、
製
造
物
責
任

　
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
例
。
判
旨
は
、
「
原
告
ら
に
よ
っ
て
、
日
本

　
国
が
事
故
に
よ
る
不
法
行
為
の
結
果
発
生
地
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
航
空
機

　
に
欠
陥
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
国
内
て
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
に
関
す

　
る
一
応
の
立
証
が
あ
れ
は
足
り
る
」
と
す
る
。

（
1
6
）
　
判
例
時
報
一
一
二
一
一
号
二
六
頁
。
航
空
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
墜
落

　
に
関
し
て
、
こ
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
製
造
会
社
で
あ
る
外
国
航
空
機
製
造
会
社

　
に
対
し
て
、
製
造
物
責
任
に
よ
る
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
例
。
判
旨
は
、
「
管
轄

　
原
因
た
る
事
実
と
請
求
原
因
事
実
が
符
合
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
告
の
主

　
張
の
み
に
よ
っ
て
こ
れ
を
肯
定
し
被
告
に
実
体
審
理
に
つ
い
て
の
応
訴
の
負
担

　
を
負
わ
し
め
る
の
は
相
当
て
は
な
く
、
管
轄
原
因
に
つ
い
て
の
｝
応
の
証
拠
調

　
を
な
し
た
う
え
こ
れ
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
」
と
す
る
。

（
1
7
）
　
判
例
時
報
二
二
一
八
号
八
二
頁
。
日
本
の
子
会
社
の
閉
鎖
及
び
こ
れ
を
理

　
由
と
す
る
解
雇
を
不
法
行
為
と
し
て
、
親
会
社
で
あ
る
米
国
法
人
に
対
し
て
、

　
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
例
。
判
旨
は
、
「
管
轄
権
の
存
否
の
判
断
に
際
し
て
は
、

　
原
告
ら
の
主
張
そ
れ
自
体
理
由
が
な
い
と
か
、
何
ら
の
根
拠
も
な
い
こ
と
が
明

　
ら
か
な
場
合
を
除
き
原
告
ら
の
主
張
事
実
が
存
在
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
い
ず

　
れ
の
裁
判
籍
が
存
す
る
か
を
判
断
す
れ
は
た
り
る
と
い
う
べ
き
て
あ
る
。
」
と

　
い
う
も
の
て
あ
る
。

（
1
8
）
　
池
原
・
前
掲
論
文
三
五
頁
（
但
し
、
一
定
の
条
件
・
範
囲
て
、
こ
れ
を
認

　
め
る
べ
き
か
否
か
に
関
し
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
と
す
る
）
。
ま
た
、
高

　
橋
「
国
際
裁
判
管
轄
」
国
際
民
事
訴
訟
法
の
理
論
六
四
頁
は
、
全
面
否
定
説
を

　
妥
当
と
す
る
。
さ
ら
に
、
高
桑
「
渉
外
判
例
研
究
」
シ
ュ
リ
ス
ト
九
一
九
号
一

　
〇
〇
頁
も
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
1
9
）
　
矢
澤
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
八
号
一
三
四
頁
。

（
2
0
）
　
森
「
判
例
評
釈
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
四
六
号
九
一
頁
は
、
主
観
的
な
併
合

　
請
求
に
関
す
る
関
連
裁
判
籍
が
国
内
管
轄
て
は
認
め
ら
れ
る
根
拠
と
し
て
、
裁

　
判
の
統
一
や
訴
訟
経
済
な
ど
が
挙
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
、
裁
判
所

　
サ
イ
ド
の
利
益
は
、
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
て
は
考
慮
す
る
べ
き
て
は
な
く
、

　
被
告
の
防
御
の
利
益
が
優
先
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
2
1
）
　
渡
辺
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
五
号
一
一
一
頁
、
同
「
渉
外

　
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
六
号
一
二
二
頁
。
木
棚
「
判
例
評
釈
」
私
法
判

　
例
リ
マ
ー
ク
ス
（
別
冊
法
律
時
報
二
号
）
一
六
八
頁
。
ま
た
、
尚
、
小
林
「
不

　
法
行
為
債
権
関
係
の
裁
判
管
轄
権
」
渉
外
判
例
百
選
（
第
2
版
）
別
冊
ジ
ュ
リ

　
ス
ト
『
九
八
頁
も
、
民
事
訴
訟
法
五
九
条
前
段
の
要
件
が
最
低
限
必
要
て
あ
る

　
と
す
る
点
て
、
結
論
的
に
は
近
似
す
る
。
ま
た
、
斎
藤
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ

　
ュ
リ
ス
ト
九
四
二
号
｝
二
三
頁
も
、
合
｝
確
定
の
必
要
性
を
基
準
と
す
る
こ
と

　
を
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
、
石
黒
・
判
例
評
論
四
〇
〇
号
四
一
頁
は
、
所
説
の
要

　
件
に
加
え
て
、
少
な
く
と
も
共
同
被
告
の
内
の
一
人
の
普
通
裁
判
籍
が
我
国
に

　
あ
る
こ
と
、
確
認
訴
訟
の
場
合
に
は
不
可
分
の
確
認
の
利
益
に
よ
り
基
礎
付
け

　
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
正
当
な
防
御
権
の
行
使
を
妨
け
な
い
こ
と
な
ど
を
求
め
る
。

（
2
2
）
　
高
桑
・
前
掲
ジ
ュ
リ
九
一
九
号
一
〇
一
頁
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
事
件
の

　
最
高
裁
判
決
以
後
の
下
級
審
裁
判
例
を
分
類
し
て
、
a
「
特
段
の
事
情
」
に
触

　
れ
な
い
い
わ
ゆ
る
逆
推
知
説
に
た
つ
裁
判
例
、
b
「
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
」

　
と
い
う
表
現
を
用
い
る
裁
判
例
、
c
「
国
際
的
観
点
か
ら
の
配
慮
を
し
右
の
よ

　
う
な
条
理
に
反
す
る
結
果
を
来
す
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
」
と
い
う
表
現
を
用

　
い
る
管
轄
配
分
説
に
近
い
立
場
に
立
つ
裁
判
例
に
三
分
す
る
。

（
2
3
）
　
早
川
（
吉
）
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
七
号
一
六
九
頁
。

（
24
）
　
渡
辺
・
前
掲
ジ
ュ
リ
九
一
六
号
一
二
二
頁
は
、
「
い
か
な
る
場
合
に
」
「
い

　
か
な
る
場
所
に
」
と
い
う
2
つ
の
問
題
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
こ
の
「
い

　
か
な
る
場
合
に
」
と
い
う
問
題
が
請
求
関
連
の
問
題
て
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
2
5
）
　
拙
稿
「
民
事
訴
訟
法
二
一
条
と
国
際
裁
判
管
轄
」
杏
林
社
会
科
学
研
究
一
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○
周
年
記
念
号
三
九
三
頁
以
下
参
照
。

（
2
6
）
　
高
田
「
財
産
関
係
事
件
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
」
国
際
民
事
訴
訟
法

　
の
理
論
三
八
八
頁
、
松
岡
「
国
際
取
引
に
お
け
る
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
」

　
阪
大
法
学
一
三
三
・
一
三
四
号
五
三
頁
。

（
2
7
）
　
但
し
、
判
旨
が
㈲
と
し
て
挙
け
る
承
認
拒
否
事
由
は
、
統
一
外
国
金
銭
判

　
決
承
認
法
四
条
b
項
六
号
の
邦
訳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
外
国
に
お
け

　
る
直
接
送
達
の
み
を
理
由
と
す
る
管
轄
は
、
当
該
外
国
が
著
し
く
不
便
な
法
廷

　
地
で
あ
っ
た
と
き
に
は
承
認
を
拒
絶
し
う
る
」
と
い
う
も
の
て
あ
ろ
う
。

（
2
8
）
　
な
お
、
松
岡
「
ア
メ
リ
カ
統
一
外
国
金
銭
判
決
承
認
法
」
阪
大
法
学
一
四

　
五
・
一
四
六
号
二
四
三
頁
参
照
。
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